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青
森
県
告
示
第
六
百
八
十
九
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
九
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
百
六
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
内
町
長
か
ら
平
内
町
の
区
域
内
に
新
た
に
次
の
土
地
が
生
じ
た
こ
と
を
確

認
し
、
こ
の
土
地
を
平
内
町
大
字
浜
子
字
堀
替
に
編
入
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
九

条
の
五
第
二
項
及
び
第
二
百
六
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
浜
子
字
堀
替
三
五
の
七
、
三
五
の
二
六
の
地
先
公
有
水
面
埋
立
地

四
、

〇
九
〇
・
九
一
平
方
メ
ー
ト
ル

青
森
県
告
示
第
六
百
九
十
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)
第
九
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
百
六
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
内
町
長
か
ら
平
内
町
の
区
域
内
に
新
た
に
次
の
土
地
が
生
じ
た
こ
と
を
確

認
し
、
こ
の
土
地
を
平
内
町
大
字
浜
子
字
堀
替
に
編
入
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
九

青
森
県
告
示
第
六
百
九
十
二
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
二
月
十
六
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備

部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

条
の
五
第
二
項
及
び
第
二
百
六
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
浜
子
字
堀
替
三
二
の
六
、
二
七
三
、
五
四
六
、
五
四
八
の
地
先
公
有
水
面

埋
立
地

七
、
二
三
八
・
一
五
平
方
メ
ー
ト
ル

青
森
県
告
示
第
六
百
九
十
一
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
二
月
十
六
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備

部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

平
成
十
六
年
十
一
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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１ 図
面
番
号

県

道

道
路
の

種

類

五
所
川
原
岩

木
線 路

線
名

弘
前
市
大
字
高
杉
字
岡
田
二
一
一
の
二
か
ら

弘
前
市
大
字
高
杉
字
神
原
三
五
一
の
一
ま
で

変

更

の

区

間

後 前 前
変
更
の

前
後
別

一
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
九
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

二
、
九
〇
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

二
、
九
〇
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

三
、
一
一
四
・
七
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考



� �

青
森
県
告
示
第
六
百
九
十
三
号

公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
六

年
十
一
月
九
日
次
の
と
お
り
公
有
水
面
の
埋
立
て
の
免
許
を
し
た
の
で
、
同
法
第
十
一
条
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
七
日

深
浦
港
港
湾
管
理
者

青

森

県

代
表
者

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

免
許
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

１

免
許
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県

２

代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
知
事

三
村

申
吾

二

埋
立
区
域

１

位
置

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
深
浦
字
浜
町
二
九
〇
番
地
一
か
ら
二
九
五
番
地
を
経
て
三
〇
〇
番
地

一
に
至
る
間
の
土
地
に
接
す
る
国
道
に
接
す
る
国
有
海
浜
地
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
各
地
点
の
う
ち
①
の
地
点
か
ら
⑧
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
⑧
の
地
点
と

⑨
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
十
五
年
の
秋
分
の
日
の
満
潮
位

(

Ｄ
・
Ｌ
・
プ
ラ
ス
〇
・
三
〇
四
メ
ー

ト
ル)

に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
及
び
①
の
地
点
と
⑨
の
地
点
を
結
ん
だ
線
に

よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

深
浦
港
深
浦
西
防
波
堤
灯
台

(

北
緯
四
〇
度
三
八
分
四
〇
秒
六
〇
、
東
経
一
三
九

度
五
五
分
二
九
秒
八
〇)

か
ら
二
〇
六
度
二
八
分
二
九
秒
二
二
二
・
九
二
メ
ー
ト

ル
の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
一
三
四
度
〇
七
分
五
六
秒
一
〇
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
二
二
四
度
〇
七
分
四
〇
秒
五
・
三
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
一
三
四
度
五
一
分
一
五
秒
〇
・
五
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
二
二
三
度
三
〇
分
三
三
秒
四
・
三
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら
二
八
九
度
二
九
分
三
三
秒
一
一
・
〇
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
か
ら
二
六
七
度
四
四
分
四
七
秒
〇
・
七
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
か
ら
二
六
九
度
四
七
分
五
九
秒
六
・
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑨
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
二
四
八
度
三
五
分
三
七
秒
四
・
六
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

一
、
四
七
二
・
四
八
平
方
メ
ー
ト
ル

三

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

１

位
置

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
深
浦
字
浜
町
二
九
〇
番
地
一
か
ら
二
九
五
番
地
を
経
て
三
〇
一
番
地

一
に
至
る
間
の
土
地
に
接
す
る
国
道
に
接
す
る
国
有
海
浜
地
内
及
び
同
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
イ○
の
地
点
と
ラ○
の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま

れ
た
区
域

イ○
の
地
点

深
浦
港
深
浦
西
防
波
堤
灯
台

(

北
緯
四
〇
度
三
八
分
四
〇
秒
六
〇
、
東
経
一
三
九

度
五
五
分
二
九
秒
八
〇)

か
ら
二
一
二
度
〇
八
分
〇
九
秒
二
三
四
・
七
六
メ
ー
ト

ル
の
地
点

ロ○
の
地
点

イ○
の
地
点
か
ら
六
八
度
三
五
分
三
九
秒
七
三
・
八
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ハ○
の
地
点

ロ○
の
地
点
か
ら
一
三
四
度
〇
七
分
五
六
秒
八
八
・
七
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ニ○
の
地
点

ハ○
の
地
点
か
ら
二
二
二
度
三
一
分
五
一
秒
二
三
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ホ○
の
地
点

ニ○
の
地
点
か
ら
二
三
五
度
〇
三
分
五
六
秒
六
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヘ○
の
地
点

ホ○
の
地
点
か
ら
二
二
四
度
〇
八
分
〇
〇
秒
一
一
・
〇
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ト○
の
地
点

ヘ○
の
地
点
か
ら
一
三
四
度
〇
八
分
〇
〇
秒
五
・
二
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

チ○
の
地
点

ト○
の
地
点
か
ら
二
二
四
度
〇
七
分
五
九
秒
一
七
・
四
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

リ○
の
地
点

チ○
の
地
点
か
ら
二
八
七
度
三
六
分
五
〇
秒
五
・
一
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヌ○
の
地
点

リ○
の
地
点
か
ら
二
八
九
度
二
九
分
三
三
秒
一
一
・
〇
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ル○
の
地
点

ヌ○
の
地
点
か
ら
二
六
七
度
四
四
分
四
七
秒
〇
・
七
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

県
道
鰺
ケ
沢
蟹
田
線

西
津
軽
郡
木
造
町
大
字
菰
槌
字
三
好
野
一
一
五
の
一

か
ら

西
津
軽
郡
木
造
町
大
字
菰
槌
字
鴻
ノ
巣
四
九
の
三
ま

で

平
成
��･

��･

��

� �
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ヲ○
の
地
点

ル○
の
地
点
か
ら
二
六
九
度
四
七
分
五
九
秒
一
三
・
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ワ○
の
地
点

ヲ○
の
地
点
か
ら
二
六
九
度
三
二
分
四
三
秒
一
二
・
九
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

カ○
の
地
点

ワ○
の
地
点
か
ら
三
一
二
度
一
三
分
四
六
秒
〇
・
七
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヨ○
の
地
点

カ○
の
地
点
か
ら
三
一
二
度
四
三
分
三
九
秒
一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

タ○
の
地
点

ヨ○
の
地
点
か
ら
三
一
六
度
〇
二
分
二
六
秒
一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

レ○
の
地
点

タ○
の
地
点
か
ら
三
一
九
度
三
六
分
二
〇
秒
一
〇
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ソ○
の
地
点

レ○
の
地
点
か
ら
三
二
二
度
二
〇
分
三
〇
秒
一
〇
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ツ○
の
地
点

ソ○
の
地
点
か
ら
三
二
五
度
一
六
分
五
二
秒
一
〇
・
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ネ○
の
地
点

ツ○
の
地
点
か
ら
三
三
〇
度
三
〇
分
五
三
秒
一
〇
・
四
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ナ○
の
地
点

ネ○
の
地
点
か
ら
三
二
六
度
四
六
分
二
二
秒
一
〇
・
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ラ○
の
地
点

ナ○
の
地
点
か
ら
三
三
三
度
二
三
分
〇
〇
秒
一
〇
・
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

八
、
二
〇
五
・
七
二
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
地
の
用
途

ふ
頭
用
地公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
六
年
十
一
月
八
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
自
然
学
校
エ
コ
ー
ロ
ッ
ジ

三

代
表
者
の
氏
名

木
下

哲
夫

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

下
北
郡
脇
野
沢
村
大
字
脇
野
沢
字
桂
沢
七
二
の
五

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
青
森
県
民
に
対
し
、
青
森
県
内
の
自
然
観
察
ツ
ア
ー
事
業
、
学
習
活
動
事
業
、

植
林
事
業
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
開
催
事
業
等
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
県
内
の
自
然
環
境
の
保
全
と
自

然
保
護
意
識
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

地
域
森
林
計
画
の
案
の
縦
覧

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
三
八
上
北

森
林
計
画
区
に
係
る
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
十
年
間
の
地
域
森
林
計
画
を
た
て
た
い
の
で
、
同

法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
告
し
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供

す
る
。

な
お
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
に
意
見
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
知
事
に

理
由
を
付
し
た
文
書
を
も
っ
て
、
意
見
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
場
所

青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
並
び
に
東
地
方
農
林
水
産
事
務
所
、
中
南
地
方
農
林
水
産
事
務
所
、

三
戸
地
方
農
林
水
産
事
務
所
、
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
、
上
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
、
下
北

地
方
農
林
水
産
事
務
所
及
び
西
地
方
農
林
水
産
事
務
所

二

縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
十
一
月
十
八
日
か
ら
同
年
十
二
月
十
七
日
ま
で

三

縦
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
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平
成
十
六
年
十
一
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

宅
地
建
物
取
引
業
者
の
事
務
所
の
所
在
地
の
不
明

左
記
の
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
事
務
所
の
所
在
地
を
確
知
で
き
な
い
の
で
、
宅
地
建
物
取
引
業
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号)
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、
公
告
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
か
ら
申
出
が
な
い
と
き

は
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
免
許
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
大
柳
建
設
工
業

二

代
表
者
の
氏
名

大
柳
晴
夫

三

免
許
証
番
号

青
森
県
知
事

(

〇
二)

第
二
八
五
四
号

出

先

機

関

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
事
業
を
行
う
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
七
日

西
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

笹

森

新

一

む
つ
県
土
整
備
事
務
所
告
示
第
六
号

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
六
年
二

月
青
森
県
規
則
第
二
十
号)

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課
、
む
つ
県
土
整
備
事
務
所
及
び
む

つ
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
七
日

む
つ
県
土
整
備
事
務
所
長

南

山

一

雄
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開
発
区
域

(

工
区)

に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及

び
氏
名

(

名
称)

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
豊
川
字
下
原
三
三
の
一

及
び
三
三
の
四

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
斗
内
字
中
堤
一
三
の
四

有
限
会
社
サ
ン
コ
ー
清
掃

土

地

改

良

事

業

の

名

称

事
業
を
行
う
者

工
事
完
了

年

月

日

十
五
年
災
農
地
災
害
復
旧
事
業

八
―
一

鰺

ケ

沢

町

平
成
��

･

��･

��

十
五
年
災
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業

八
―
一
〇
一

〃

〃

位

置

延

長

幅

員

指

定

年
月
日

む
つ
市
大
湊
新
町
一
七
〇
の
五
、

一
七
〇
の
七
五
及
び
三
八
五
の

七
四

五
二
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

六
・
〇
二
メ
ー
ト
ル

平
成

��･

��･

�

� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


